
 

    

 

2023年 9月 20日 

各 位 

碧海信用金庫  

 

 

インボイス制度への対応について 

 

 

 2023年 10月 1日より、インボイス制度（適格請求書等保存方式）が開始されます。 

これにより、消費税の仕入税額控除の要件として、原則、適格請求書発行事業者が発行

するインボイス（適格請求書）の保存が必要となります。 

碧海信用金庫は、適格請求書発行事業者として登録を受けており、インボイスの交付方

法を以下のとおりとさせていただきますので、お知らせいたします。 

当金庫の適格請求書発行事業者登録番号：Ｔ８１８０３０５００４５８８ 

 

記 

 

１．営業店窓口等でお支払いいただく各種手数料について 

（１）当金庫所定の振込依頼書をご利用された振込にかかる振込手数料 

   振込依頼書の複写となっている受取書（お客様控）をインボイス（簡易インボイス注）

としてご利用いただけるよう、改訂いたします。10 月以降は改訂後のものをご利用い

ただきますようお願いいたします。なお、お手元にある改訂前のお振込帳については、

当金庫にてインボイス（簡易インボイス注）対応をいたしますので、ご使用期限までご

利用いただけます。 

 

（２）取立手数料、両替手数料、上記以外の振込手数料など 

   インボイス（簡易インボイス注）の要件を満たした領収書を店頭交付いたします。 

 

（３）融資手数料、個人ローン手数料など 

   インボイスの要件を満たした領収書を店頭交付いたします。 

 

（４）投資信託のお取引に係る取引手数料 

   取引ごとにインボイスを郵送いたします（法人のお客さま）。 

 

注：簡易インボイスとは記載事項を一部簡略化したインボイスで、当金庫の場合「消費

税額」の表示を省略しております。 

 

２．口座振替等でお支払いいただいている各種手数料について 

（１）ＩＢによる振込にかかる振込手数料、各種月額基本料金など 

インボイスをＷＥＢでご覧いただけるサービス（無料）を開始します（2023年 12月

頃を予定）。サービスの詳細につきましては、改めてお知らせいたします。 



 

    

 

 

※サービス開始前にインボイスをご入用の場合は、お取引店の窓口にて個別に発行

いたしますので、ご用命ください。 

 

（２）へきしん BigAdvance 月額基本料金 

ログイン後、左側メニューの「設定」＞「ご利用明細（インボイス）」からダウンロ

ードをお願いいたします。 

 

（３）へきしんビジネスポータル～スマート管理 Biz～月額基本料金 

   ログイン後、右側上部にある「▼」から「お支払い設定」＞ご請求一覧の「領収 

書」よりダウンロードいただけるよう対応いたします。 

   ※本サービスに係るインボイスの発行事業者は、お支払先であるエメラダ株式会社

（登録番号：T1011001111305）となります。 

 

３．ＡＴＭおよび両替機でのお取引について 

ＡＴＭおよび両替機でのお取引につきましては、インボイスの交付義務が免除される

「3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等（自動販売機

特例）」に該当するため、お客さまが一定の事項を記載した帳簿のみを保存することで仕

入税額控除の要件を満たす取引となります。したがいまして、インボイスの発行はいた

しませんので、ご了承ください。 

 

４．その他 

  上記以外のお取引につきましては、個別にインボイスを発行いたします。 

 

 

インボイス制度への対応につきましてご不明な点がございましたら、お取引店の窓口ま

でお問い合わせください。 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 


